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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の肌側に配置され肌当接面を有する液透過性の表面シート、着用者の下着側に配
置される液不透過性の裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとの間に配置さ
れる液吸収性の吸収体を備え、前記肌当接面に圧縮溝が形成された縦長状の吸収性物品で
あって、
　前記肌当接面は、前記吸収性物品の長手方向の略中央部に位置し着用者の排泄部近傍に
当接される排泄部当接領域と、該排泄部当接領域よりも前方に位置する前方領域と、該排
泄部当接領域よりも後方に位置する後方領域と、を備え、
　前記圧縮溝は、
　　前記排泄部当接領域において前記吸収性物品の長手方向に沿って配置される一対の第
１中央溝と、
　　前記前方領域及び前記後方領域の少なくともいずれかに前記吸収性物品の幅方向にお
ける一方側に偏って配置される第１環状溝と、を備え、
　前記第１環状溝は、前記吸収性物品の長手方向に延びる縦中心線に重なる位置に配置さ
れるとともに、曲線部分および一つの内側に凸となった屈曲点を有し、該内側に凸となっ
た屈曲点は前記縦中心線と重ならない位置に位置している吸収性物品。
【請求項２】
　前記前方領域または前記後方領域の一つの前記第１環状溝は、一以上の屈曲点を有して
構成され、
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　前記縦中心線と重なる位置に配置される前記屈曲点は一つ以下である請求項１に記載の
吸収性物品。
【請求項３】
　前記圧縮溝は、前記第１環状溝から、前記吸収性物品の幅方向の他方側に離間して配置
される第２環状溝を更に備える請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記第１環状溝は、前記一対の第１中央溝から離間して配置される請求項１～３のいず
れかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記第１環状溝の幅は、前記一対の第１中央溝の幅よりも狭い請求項１～４のいずれか
に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記圧縮溝は、前記第１環状溝の外側に配置される外側溝を更に備える請求項１～５の
いずれかに記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記外側溝は、前記一対の第１中央溝に連続して形成される請求項６に記載の吸収性物
品。
【請求項８】
　前記圧縮溝は、前記吸収体が所定の圧力で圧縮されて形成された低圧縮領域と、該低圧
縮領域よりも高い圧力で前記吸収体が圧縮されて形成された高圧縮領域と、を備える請求
項１～７のいずれかに記載の吸収性物品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生理用ナプキンやパンティライナ等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、着用者の肌が当接する肌当接面を有する表面シート、着用者の下着側に配置され
る裏面シート、及びこれら表面シートと裏面シートとの間に配置される吸収体を備えた生
理用ナプキンやパンティライナ等の縦長状の吸収性物品が提案されている。このような吸
収性物品では、肌当接面に圧縮溝を形成して、経血や尿等の体液が肌当接面から漏れるこ
とを低減している。
　例えば、特許文献１には、長手方向における一端側である後方部の肌当接面に、幅方向
に沿って延びる略くの字状の圧縮溝を複数直列に配置することで、吸収性物品の長手方向
の端部（後方部）からの漏れを低減する吸収性物品が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－７４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１で提案された吸収性物品では、肌当接面を後方部に向かって
流れる体液は、略くの字状の圧縮溝に沿って幅方向の外側に導かれ、この圧縮溝に沿って
導かれた体液は、圧縮溝の両端部から吸収性物品の幅方向の外側に流れやすくなってしま
う。その結果、特許文献１で提案された吸収性物品では、長手方向の端部（後方部）にお
ける幅方向からの体液の漏れを十分に低減できなかった。
【０００５】
　従って、本発明は、長手方向の端部側からの体液の漏れをより低減できる吸収性物品を
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提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、着用者の肌側に配置され肌当接面を有する液透過性の表面シート、着用者の
下着側に配置される液不透過性の裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとの
間に配置される液吸収性の吸収体を備え、前記肌当接面に圧縮溝が形成された縦長状の吸
収性物品であって、前記肌当接面は、前記吸収性物品の長手方向の略中央部に位置し着用
者の排泄部近傍に当接される排泄部当接領域と、該排泄部当接領域よりも前方に位置する
前方領域と、該排泄部当接領域よりも後方に位置する後方領域と、を備え、前記圧縮溝は
、前記排泄部当接領域において前記吸収性物品の長手方向に沿って配置される一対の第１
中央溝と、前記前方領域及び前記後方領域の少なくともいずれかに形成される第１環状溝
と、を備え、前記第１環状溝は、前記吸収性物品の長手方向に延びる縦中心線に重なる位
置に配置される吸収性物品に関する。
【０００７】
　また、前記第１環状溝は、一以上の屈曲点を有して構成され、前記縦中心線と重なる位
置に配置される前記屈曲点は一つ以下であることが好ましい。
【０００８】
　また、前記第１環状溝は、前記吸収性物品の幅方向における一方側に偏って配置され、
前記圧縮溝は、前記第１環状溝から、前記吸収性物品の幅方向の他方側に離間して配置さ
れる第２環状溝を更に備えることが好ましい。
【０００９】
　また、前記第１環状溝は、前記一対の第１中央溝から離間して配置されることが好まし
い。
【００１０】
　また、前記第１環状溝の幅は、前記一対の第１中央溝の幅よりも狭いことが好ましい。
【００１１】
　また、前記圧縮溝は、前記第１環状溝の外側に配置される外側溝を更に備えることが好
ましい。
【００１２】
　また、前記外側溝は、前記一対の第１中央溝に連続して形成されることが好ましい。
【００１３】
　また、前記圧縮溝は、前記吸収体が所定の圧力で圧縮されて形成された低圧縮領域と、
該低圧縮領域よりも高い圧力で前記吸収体が圧縮されて形成された高圧縮領域と、を備え
ることが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の吸収性物品によれば、長手方向の端部側からの体液の漏れをより低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る吸収性物品を示す平面図である。
【図２】図１のＸ－Ｘ線断面図である。
【図３】図１のＹ部分の拡大平面図である。
【図４】図１のＺ－Ｚ線断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る吸収性物品を示す平面図である。
【図６】図５のＹＡ部分の拡大平面図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係る吸収性物品を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の吸収性物品の好ましい各実施形態について、図面を参照しながら説明す
る。
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　まず、本発明の第１実施形態に係る吸収性物品としての生理用ナプキンについて説明す
る。図１は、第１実施形態の生理用ナプキン１を示す平面図であり、図２は、図１のＸ－
Ｘ線断面図である。
　第１実施形態の生理用ナプキン１は、図１及び図２に示すように、縦長の形状を有して
おり、着用者の肌側に配置され着用時に着用者の肌に当接する肌当接面２１を有する液透
過性の表面シート２と、着用者の下着側に配置される液不透過性の裏面シート３と、これ
ら表面シート２と裏面シート３との間に配置される液吸収性の吸収体４と、表面シート２
の一対の側部に接合され一対の側部から外側に延出する一対のサイドシート５と、表面シ
ート２と吸収体４との間に配置されるセカンドシート６（図２参照）と、を備える。
【００１７】
　生理用ナプキン１は、図１に示すように、着用時に着用者の排泄部近傍に当接される排
泄部当接領域Ａと、着用時に排泄部当接領域Ａよりも着用者の腹側に配される前方領域Ｂ
と、着用時に排泄部当接領域Ａよりも背側に配される後方領域Ｃとを有している。
　より詳細には、排泄部当接領域Ａとは、生理用ナプキン１において着用時に着用者の膣
口に当接する領域であり、例えば、着用者の下着に生理用ナプキン１が着用される場合に
、下着の２つの脚周り開口の間に配置される領域を示す。
【００１８】
　第１実施形態では、排泄部当接領域Ａは、生理用ナプキン１の長手方向において後述の
ウイング８が配置された領域に対応する領域である。そして、この生理用ナプキン１は、
排泄部当接領域Ａと前方領域Ｂとの境界近傍、及び排泄部当接領域Ａと後方領域Ｃとの境
界近傍において幅方向に延びる折線（図示せず）により３つ折に折り畳まれて個別に包装
される。つまり、排泄部当接領域Ａは、２本の折線の間に位置する領域であるともいえる
。
【００１９】
　表面シート２は、図１に示すように、長手方向の一端側及び他端側が円弧形状を有する
縦長状に形成される。この表面シート２は、平面視の大きさが吸収体４よりも大きく構成
され、図２に示すように、吸収体４の上面の全域を被覆している。
　裏面シート３も吸収体４よりも大きく構成され、吸収体４の下面の全域を被覆している
。この裏面シート３は、排泄部当接領域Ａの位置において吸収体４の側縁から幅方向外方
に延出して一対のウイング８の一部を形成している。
　吸収体４は、表面シート２よりも一回り小さい縦長形状に構成される。この吸収体４は
、液吸収性を有する吸収体本体４３と、この吸収体本体４３を被覆するコアラップ材４４
と、を備える。
　セカンドシート６は、液透過性を有しており、平面視において吸収体４と略同形に構成
される。
【００２０】
　一対のサイドシート５は、表面シート２の長手方向に沿う一対の側部に接合されている
。一対のサイドシート５は、排泄部当接領域Ａの位置において幅方向外方に延出して一対
のウイング８の一部を構成している。即ち、一対のウイング８は、サイドシート５と裏面
シート３とからなり、両者が接合されて形成されている。
　表面シート２及び裏面シート３は、それぞれ吸収体４の前後端から延出し、その延出部
分において互いに接合されている。
【００２１】
　表面シート２及びセカンドシート６としては、例えば有孔又は無孔の不織布や多孔性プ
ラスティックシートを用いることができる。裏面シート３としては、例えば、疎水性の不
織布、不透水性のプラスティックフィルム、不織布と不透水性プラスティックフィルムと
のラミネートシートを用いることができる。また、裏面シート３として、耐水性の高いメ
ルトブローン不織布や強度の強いスパンボンド不織布で挟んだＳＭＳ不織布を用いること
もできる。
【００２２】
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　吸収体４としては、例えばフラッフ状パルプやエアレイド不織布と、高吸収ポリマーと
からなる吸収体本体４３を、ティッシュ等のコアラップ材４４により被覆したもの用いる
ことができる。
　吸収体本体４３に用いられるフラッフ状パルプとしては、例えば、化学パルプ、セルロ
ース繊維、レーヨン、アセテート等の人工セルロース繊維が挙げられる。エアレイド不織
布としては、パルプと合成繊維とを熱融着させ又はバインダーで固着させたものが挙げら
れる。高吸収ポリマーしては、デンプン系、アクリル酸系、アミノ酸系の粒子状又は繊維
状のポリマーが挙げられる。
【００２３】
　サイドシート５としては、撥水性又は疎水性を有するものが好ましく用いられ、具体的
には、スパンレース不織布、スパンボンド不織布、サーマルボンド不織布、メルトブロー
ン不織布、ニードルパンチ不織布、エアースルー不織布等の各種不織布を用いることがで
きる。不織布を構成する素材繊維としてはポリエチレン又はポリプロピレン等のオレフィ
ン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊
維、綿等の天然繊維を用いることができる。
【００２４】
　以上の生理用ナプキン１の肌当接面２１には、図１及び図２に示すように、表面シート
２、セカンドシート６及び吸収体４が一体的に圧縮されて形成された圧縮溝７が設けられ
ている。
　圧縮溝７は、一対の第１中央溝７１と、第１環状溝としての第１デザイン溝７２と、外
側溝７３と、一対の第２中央溝７４と、第２環状溝としての第２デザイン溝７５と、を備
える。
【００２５】
　一対の第１中央溝７１は、排泄部当接領域Ａの両側部にそれぞれ配置され生理用ナプキ
ン１の長手方向に沿って延びる。より具体的には、一対の第１中央溝７１は、生理用ナプ
キン１の幅方向の外方に凸となるように湾曲した湾曲部が２つ長手方向に連続するように
延びている。一対の第１中央溝７１は、生理用ナプキン１の長手方向に延びる縦中心線Ｓ
１を対称軸として線対称となるように配置される。
【００２６】
　第１デザイン溝７２は、環状に構成された無端状の溝であり、前方領域Ｂ及び後方領域
Ｃにそれぞれ配置される。第１実施形態では、第１デザイン溝７２は、内側に凸となった
屈曲点７２ａ及び外側に凸となった屈曲点７２ｂの２つ屈曲点を有するハート形状に形成
されている。そして、第１デザイン溝７２は、２つの屈曲点を除く部分では、曲線により
構成されている。
【００２７】
　第１デザイン溝７２は、外側に凸となった屈曲点７２ｂ（ハート形状の下端部）が排泄
部当接領域Ａ側を向いて配置され、この第１デザイン溝７２の一部は、縦中心線Ｓ１に重
なる位置に配置される。
　より具体的には、前方領域Ｂに配置される第１デザイン溝７２は、生理用ナプキン１の
幅方向における一方側（図１における右側）に偏って配置される。また、後方領域Ｃに配
置される第１デザイン溝７２は、生理用ナプキン１の幅方向における他方側（図２におけ
る左側）に配置される。そして、第１デザイン溝７２は、外側に凸となった屈曲点７２ｂ
が縦中心線Ｓ１に重なる位置に位置しており、内側に凸となった屈曲点７２ａが縦中心線
Ｓ１と重ならない位置に位置している。言い換えれば、第１デザイン溝７２において縦中
心線Ｓ１と重なる位置に配置される屈曲点は一つ以下となっている。
【００２８】
　外側溝７３は、第１デザイン溝７２の外側に配置される。第１実施形態では、外側溝７
３は、前方領域Ｂに配置される前方外側溝７３１と、後方領域Ｃに配置される後方外側溝
７３２と、を備える。
　前方外側溝７３１は、前方に向かって凸に湾曲した形状を有しており、一端側及び他端
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側がそれぞれ一対の第１中央溝７１の前端側に連続している。
　後方外側溝７３２は、後方に向かって凸に湾曲した形状を有しており、一端側及び他端
側がそれぞれ一対の第１中央溝７１の後端側に連続している。
【００２９】
　一対の第２中央溝７４は、排泄部当接領域Ａと前方領域Ｂとの境界近傍、及び排泄部当
接領域Ａと後方領域Ｃとの境界近傍に配置される。一対の第２中央溝７４は、生理用ナプ
キン１の幅方向に延び、かつ、生理用ナプキン１の長手方向外側に向かって凸となるよう
に湾曲している。
【００３０】
　第２デザイン溝７５は、環状に構成された無端状の溝であり、前方領域Ｂ及び後方領域
Ｃにそれぞれ配置される。第１実施形態では、第２デザイン溝７５は、第１デザイン溝７
２よりも大きさの小さいハート形状に形成されている。第２デザイン溝７５は、生理用ナ
プキン１の幅方向における第１デザイン溝７２と反対側に偏って、第１デザイン溝７２か
ら離間して配置される。第２デザイン溝７５は、縦中心線Ｓ１と重ならない位置に配置さ
れる。
【００３１】
　図３は、第１実施形態の生理用ナプキン１の部分拡大平面図であり、圧縮溝７を拡大し
て示した図である。図４は、図１のＺ－Ｚ線断面図である。
　以上の圧縮溝７は、図３及び図４に示すように、吸収体４が所定の圧力で圧縮されて形
成された低圧縮領域４１と、この低圧縮領域４１よりも高い圧力で吸収体４が圧縮されて
形成された高圧縮領域４２と、を備えて構成される。また、第１デザイン溝７２及び第２
デザイン溝７５の幅は、図１に示すように、第１中央溝７１、外側溝７３及び第２中央溝
７４の幅よりも狭く構成されている。
【００３２】
　第１実施形態では、第１中央溝７１、外側溝７３及び第２中央溝７４は、図１及び図３
に示すように、低圧縮領域４１の中に平面視において略正方形の複数の高圧縮領域４２が
所定間隔をあけて設けられて形成されている。より具体的には、高圧縮領域４２は、主と
して溝の外側を構成し溝の延びる方向に所定間隔をあけて配置される複数の外側高圧縮領
域４２ａと、主として溝の内側を構成し溝の延びる方向に所定間隔をあけて配置される複
数の内側高圧縮領域４２ｂと、を備える。また、低圧縮領域４１は、溝の延びる方向に連
続して形成されている。
【００３３】
　第１デザイン溝７２及び第２デザイン溝７５は、第１中央溝７１、外側溝７３及び第２
中央溝７４と同様に、低圧縮領域４１の中に複数の高圧縮領域４２が所定間隔をあけて設
けられて形成されており、低圧縮領域４１は、溝の延びる方向に連続して形成されている
。これら第１デザイン溝７２及び第２デザイン溝７５では、高圧縮領域４２は、平面視に
おいて略円形であり、かつ、外側高圧縮領域４２ａ及び内側高圧縮領域４２ｂよりも小さ
な形状となっている。これにより、第１デザイン溝７２及び第２デザイン溝７５の幅は、
第１中央溝７１、外側溝７３及び第２中央溝７４の幅よりも狭くなっている。
【００３４】
　以上の圧縮溝７において、第１デザイン溝７２は、一対の第１中央溝７１、外側溝７３
、一対の第２中央溝７４及び第２デザイン溝７５とは独立して、つまり、一対の第１中央
溝７１、外側溝７３、一対の第２中央溝７４及び第２デザイン溝７５から離間して配置さ
れる。また、一対の第２中央溝７４は、一対の第１中央溝７１、第２デザイン溝７５、外
側溝７３及び第２デザイン溝７５とは独立して配置される。また、排泄部当接領域Ａにお
ける一対の第１中央溝７１及び一対の第２中央溝７４の内側には、圧縮溝は形成されてい
ない。
【００３５】
　第１実施形態において、生理用ナプキン１の長手方向の端部側からの体液の漏れを効果
的に防ぐ観点から、第１デザイン溝７２の幅方向の長さ（溝の外側から外側までの長さ）
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Ｌ１（図１参照）は、外側溝７３に囲まれる領域の幅方向の長さ（溝の内側同士の間隔）
Ｌ２に対して、好ましくは２５～９０％、より好ましくは５０～９０％である。
　また、外側溝７３が設けられていない場合には、吸収体４の幅方向の長さＬ３（図１参
照）に対する第１デザイン溝７２の幅方向の長さＬ１の占める割合は、生理用ナプキン１
の長手方向の端部側からの体液の漏れを効果的に防ぐ観点から、好ましくは２５～１００
％、より好ましくは５０～１００％である。
【００３６】
　第１実施形態の生理用ナプキン１は、例えば、以下のように製造される。
　まず、フラッフ状パルプと高吸収ポリマーとを積層して吸収体本体４３を製造し、この
吸収体本体４３をコアラップ材４４に被覆して吸収体４を製造する。
　次いで、連続搬送される表面シート２の連続体の上面にセカンドシート６の連続体を配
置し、更にセカンドシート６の連続体の上面に吸収体４を配置し、ホットメルト接着剤に
より表面シート２の連続体、セカンドシート６の連続体、及び吸収体４を接着する。
【００３７】
　次いで、吸収体４が接着された表面シート２の連続体を、周面に所定の形状の突出部が
形成された一対の加圧ロール（図示せず）の間を通過させることで、表面シート２の連続
体側の面が凹状に窪んだ圧縮溝７を形成する。
　次いで、圧縮溝７が形成された吸収体４と表面シート２の連続体との接着体の下面に裏
面シート３の連続体及びサイドシート５の連続体（いずれも図示せず）を接着して生理用
ナプキン１の連続体を形成する。
　次いで、生理用ナプキン１の連続体を、製品カッタにより所定の寸法及び形状に切断し
て生理用ナプキン１を製造する。
【００３８】
　以上説明した第１実施形態の生理用ナプキン１によれば、以下のような効果を奏する。
【００３９】
（１）肌当接面２１の排泄部当接領域Ａに一対の第１中央溝７１を設けると共に、前方領
域Ｂ及び後方領域Ｃに、それぞれ、環状の第１デザイン溝７２を設けた。これにより、着
用者の排泄部から排泄されて肌当接面２１を排泄部当接領域Ａから前方領域Ｂ及び後方領
域Ｃに流れる体液は、圧縮されて高密度となった環状の第１デザイン溝７２に引き込まれ
て素早く吸収体４に移行すると共に、第１デザイン溝７２が無端状に構成されているため
、引き込まれた体液が第１デザイン溝７２の外側に移行しにくい。よって、長手方向の端
部側からの体液の漏れをより低減できる。
　また、第１デザイン溝７２を縦中心線Ｓ１に重なる位置に配置したので、着用者の大腿
部や臀部により生理用ナプキン１の幅方向からの圧力を受けた場合に、前方領域Ｂ及び後
方領域Ｃにおいて、長手方向に延びる折線を折軸とした生理用ナプキン１の幅方向への過
度な変形を防止できる。よって、排泄部当接領域Ａにおいては着用者の身体の動きに対す
る柔軟な変形性を維持しつつ、前方領域Ｂ及び後方領域Ｃにおける生理用ナプキン１の幅
方向への過度な変形を防止できるので、生理用ナプキン１のよれによる体液の吸収面積の
低下を防げる。
【００４０】
（２）第１デザイン溝７２を、第１中央溝７１、外側溝７３、第２中央溝７４及び第２デ
ザイン溝７５から離間させて配置した。これにより、環状の第１デザイン溝７２に引き込
まれた体液が他の溝に引き込まれない。よって、第１デザイン溝７２による体液の漏れの
防止効果を向上できる。
【００４１】
（３）第１デザイン溝７２の外側に配置される前方外側溝７３１及び後方外側溝７３２を
設けた。よって、肌当接面２１からの体液の漏れをより低減できる。
【００４２】
（４）前方外側溝７３１及び後方外側溝７３２を、それぞれ、一対の第１中央溝７１に連
続して形成した。よって、肌当接面２１からの体液の漏れをより低減できる。
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【００４３】
（５）排泄部当接領域Ａと前方領域Ｂとの境界近傍、及び排泄部当接領域Ａと後方領域Ｃ
との境界近傍に配置される一対の第２中央溝７４を設けた。これにより、排泄部当接領域
Ａから前方領域Ｂ及び後方領域Ｃへの体液の移動を一対の第２中央溝７４により低減でき
るので、生理用ナプキン１の漏れ防止効果をより向上できる。
【００４４】
（６）縦中心線Ｓ１と重なる位置に配置される第１デザイン溝７２の屈曲点の数を一つ以
下とした。これにより、縦中心線Ｓ１と重なる位置に２以上の屈曲点が存在しないので、
着用者の大腿部や臀部により生理用ナプキン１の幅方向からの圧力を受けた場合に、前方
領域Ｂ及び後方領域Ｃにおいて、屈曲点を結ぶ線を折れ軸とした生理用ナプキン１の過度
な変形を防止できる。よって、生理用ナプキン１のよれをより低減できるので、生理用ナ
プキン１のよれによる体液の吸収面積の低下をより低減できる。
【００４５】
（７）第１デザイン溝７２を生理用ナプキン１の幅方向の一方側に偏らせて配置すると共
に、生理用ナプキン１の幅方向の他方側に第２デザイン溝７５を配置した。これにより、
生理用ナプキン１の幅方向の長さに占める第１デザイン溝７２及び第２デザイン溝７５が
設けられた部分の幅方向の長さの割合を増加させられる。よって、生理用ナプキン１の長
手方向の端部側からの体液の漏れの防止効果をより向上できる。
【００４６】
（８）第１デザイン溝７２及び第２デザイン溝７５における高圧縮領域４２の一つの面積
を、第１中央溝７１、外側溝７３及び第２中央溝７４における高圧縮領域４２の一つの面
積よりも小さく構成すると共に、第１デザイン溝７２及び第２デザイン溝７５の幅を、第
１中央溝７１、外側溝７３及び第２中央溝７４の幅よりも狭く構成した。これにより、第
１デザイン溝７２及び第２デザイン溝７５を、第１中央溝７１、外側溝７３及び第２中央
溝７４よりも柔軟に構成できるので、着用者に与える違和感を低減できる。
【００４７】
（９）前方領域Ｂに配置される第１デザイン溝７２を、生理用ナプキン１の幅方向におけ
る一方側に偏らせて配置し、後方領域Ｃに配置される第１デザイン溝７２を、生理用ナプ
キン１の幅方向における他方側に偏らせて配置した。これにより、生理用ナプキン１の幅
方向の長さに占める第１デザイン溝７２が設けられた領域の幅方向の長さの割合を大きく
できるので、幅方向から生理用ナプキン１に加えられる力に対する剛性を高くできる。よ
って、生理用ナプキン１の幅方向への過度な変形をより防止できる。
【００４８】
　（１０）排泄部当接領域Ａにおける一対の第１中央溝７１及び一対の第２中央溝７４の
内側には、圧縮溝を形成することなく生理用ナプキン１を構成した。これにより、排泄部
当接領域Ａの一対の第１中央溝７１及び一対の第２中央溝７４の内側における生理用ナプ
キン１の着用者の身体の動きに対する追従性を低下させないので、生理用ナプキン１によ
る体液の漏れ防止効果をより向上できる。
【００４９】
　（１１）第１デザイン溝７２及び第２デザイン溝７５を、ハート形状に構成した。よっ
て、生理用ナプキン１の肌当接面２１の外観を向上できると共に、生理用ナプキン１に視
覚的なかわいらしさを付与できるので、使用者の生理時の憂鬱な気分を和らげられる。
【００５０】
　次に、本発明の生理用ナプキンの第２実施形態について、図５及び図６を参照しながら
説明する。図５は、第２実施形態の生理用ナプキン１Ａを示す平面図であり、図６は、図
５の部分拡大平面図である。尚、第２実施形態以降の説明にあたって、同一構成要件につ
いては同一符号を付し、その説明を省略もしくは簡略化する。
【００５１】
　第２実施形態の生理用ナプキン１Ａは、主として、第１デザイン溝７２Ａの形状、第２
デザイン溝７５Ａの形状において第１実施形態と異なる。
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　より具体的には、第２実施形態では、第１デザイン溝７２Ａ及び第２デザイン溝７５Ａ
は、花柄に構成されている。即ち、第１デザイン溝７２Ａ及び第２デザイン溝７５Ａは、
円形を構成する溝の外周に複数の長円状の溝が放射状に配置されることで花びら様の模様
を形成している。
【００５２】
　また、第２実施形態では、第１デザイン溝７２Ａ及び第２デザイン溝７５Ａは、図６に
示すように、高圧縮領域４２が溝の延びる方向に沿って一列のみ形成されている。また、
高圧縮領域４２は、平面視において略円形であり、かつ、外側高圧縮領域４２ａ及び内側
高圧縮領域４２ｂよりも小さな形状となっている。これにより、第１デザイン溝７２及び
第２デザイン溝７５Ａの幅は、第１中央溝７１、外側溝７３及び第２中央溝７４の幅より
も狭くなっている。
【００５３】
　第２実施形態によれば、上述の（１）～（１０）の効果を奏する他、以下のような効果
を奏する。
【００５４】
　（１２）第１デザイン溝７２Ａ及び第２デザイン溝７５Ａを、花柄に構成した。よって
、生理用ナプキン１Ａの肌当接面２１の外観を向上できると共に、生理用ナプキン１に視
覚的なかわいらしさを付与できるので、使用者の生理時の憂鬱な気分を和らげられる。
【００５５】
　次に、本発明の生理用ナプキンの第３実施形態について、図７を参照しながら説明する
。図７は、第３実施形態の生理用ナプキン１Ｂを示す平面図である。
　第３実施形態の生理用ナプキン１Ｂは、主として、第２中央溝及び第２デザイン溝を具
備しない点、及び外側溝７３Ｂの配置の点で第１実施形態と異なる。
【００５６】
　より具体的には、第３実施形態では、一対の第１中央溝７１Ｂは、生理用ナプキン１の
幅方向内方に凸に湾曲して延びている。
　また、第２実施形態では、図７に示すように、前方外側溝７３１Ｂの一端側及び他端側
は、それぞれ、一対の第１中央溝７１Ｂの前端側と離間して配置されている。また、後方
外側溝７３２Ｂの一端側及び他端側は、それぞれ、一対の第１中央溝７１Ｂの後端側と離
間して配置されている。
【００５７】
　第３実施形態によれば、上述の（１）～（３）、（６）、（８）～（１１）の効果を奏
する。
【００５８】
　以上、本発明の吸収性物品の好ましい各実施形態について説明したが、本発明は上述し
た実施形態に制限されることなく、種々の形態で実施することができる。
　例えば、第１実施形態～第３実施形態では、生理用ナプキン１を、一対の第２中央溝７
４を含んで構成したがこれに限らない。即ち、生理用ナプキンを、一対の第２中央溝を含
まず構成してもよい。
【００５９】
　また、第１実施形態及び第２実施形態では、第１デザイン溝と第２デザイン溝とを同形
状に構成したが、これに限らない。即ち、第１デザイン溝の形状と第２デザイン溝の形状
とを異ならせて構成してもよい。
【００６０】
　また、第１実施形態～第３実施形態では、本発明を生理用ナプキンに適用したが、これ
に限らない。即ち、本発明を、パンティライナや尿取りパッド等の吸収性物品に適用して
もよい。
【００６１】
　また、第１実施形態～第３実施形態では、第１デザイン溝の全体を前方領域Ｂ又は後方
領域Ｃに位置させたが、これに限らない。即ち、第１デザイン溝の一部（例えば、第１デ
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デザイン溝を配置してもよい。
【００６２】
　また、例えば、第１実施形態のハート形状の第１デザイン溝７２を設けた生理用ナプキ
ン１、及び第２実施形態の花柄の第１デザイン溝７２Ａを設けた生理用ナプキン１Ａの２
種類の生理用ナプキンを一つの包装体（パッケージ）に収容してもよい。これにより、包
装体に収容された生理用ナプキンの使用者に、使用しようとしている生理用ナプキンにど
のような第１デザイン溝が設けられているかを予想させることで、使用者を楽しませるこ
とができる。
【符号の説明】
【００６３】
　１　生理用ナプキン（吸収性物品）
　４　吸収体
　５　サイドシート
　６　セカンドシート
　７　圧縮溝
　８　ウイング
　７１　第１中央溝
　７２　第１デザイン溝（第１環状溝）
　７３　外側溝
　７４　第２中央溝
　７５　第２デザイン溝（第２環状溝）
　Ａ　排泄部当接領域
　Ｂ　前方領域
　Ｃ　後方領域
　Ｓ１　縦中心線
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